
２章　働き方を相談・調整する仕組みと効果 1

１.　はじめに

（１）問題意識

60歳代前半層社員（以下、「高齢社員」と記述）の人材活用戦略は、将来、59歳以下の正社

員（以下、「現役社員」と記述）に統合することが予想される 2。しかしながら、現在では現役

社員と異なる人事管理を高齢社員に適用する（以下、「一国二制度型」と記述）企業が大多数を

占めている。企業が、一国二制度型を選択する場合には、高齢社員の労働意欲の低下を引き換

えに、人件費を抑制し、かつ組織の新陳代謝を図ることができる。前者と後者はトレードオフ

の関係にあり、どちらをどの程度重視するかで、高齢社員の活用レベルの程度（強さ）は変化

する。過去 20年間を振り返ると、2004年に改正された高年齢者雇用安定法（以下、「法」と記述）

以降、後者のウエイトを下げ（人件費抑制と組織の新陳代謝のウエイト低下）、日本企業は漸進

的にではあるが、高齢社員の戦力化の強度を高めてきた。

日本企業における高齢社員の戦力化の状況を概観すると、未だ初期段階にある企業が多数

を占める（鹿生 , 2023；鹿生・大嶋・藤波・大木 , 2022）。先行研究に倣うと、高齢社員の活

用戦略は、①雇用機会のみの確保を重視する「福祉的雇用」、②一国二制度型で（戦力化を

志向するが）仕事上の責任を大きく抑制する「弱い活用」、③上記の条件で仕事上の責任を

現役社員と同等とする「強い活用」、④現役社員と高齢社員の人事管理を統合する「統合型」

の 4つに区分できる。2021年時点の簡易な推定では、活用戦略別の構成比は各 27.6％、

31.0％、15.2％、26.2％であった（鹿生 , 2023）。75％弱の企業では、一国二制度型を選択する。

一国二制度型の場合、高齢社員の活用戦略は現役社員と変わる。期待役割は変わるため、高

齢社員はその変化に適応する必要がある。その変化の幅が大きい場合には、潜在的に高齢期の

役割は喪失しやすい。企業が高齢社員の戦力化に舵を切った場合であっても、高齢社員による

労働意欲はそれ以前（戦略転換前）よりも相対的に低くなることが予想される。この課題を解

消するには、「統合型」を選ぶことが望ましい。しかし、人件費増と組織の新陳代謝の停滞の

1  執筆者は、鹿生治行（事務局）である。本章では、一部拙稿「Ⅱ部　2章「60代前半社員」の活用戦略
の進化と調整制度」（『資料シリーズ 6高齢期の人事戦略と人事管理の実態－ 60歳代後半層の雇用状況と法
改正への対応－』）の集計結果を紹介している。
2  事業が大幅に拡大して、人員不足に陥らない限り、高齢社員の労働意欲の向上と、人件費の抑制と組織
の新陳代謝の促進は、トレードオフの関係になりやすい。統合に向かう大きな要因は、人員不足である。
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課題が生じる。直ちに「統合型」に転換できない企業が主であると予想される。したがって、

研究上、短期的には現状の活用戦略下で最大の成果が享受できる人事施策を検討することが望

ましい。

（２）着眼点と本章の構成

上記の課題に対する有効な手段として、先行研究ではキャリア支援や労働条件の調整機会（能

力や意欲を知る仕組み、期待役割を知らせる仕組み、働き方を調整する仕組み：以下、「働き方の

調整制度」と記述）を設ける方法に注目してきた（鹿生 , 2012；鹿生・藤波・大木 , 2016；鹿生・

大嶋・藤波・大木 , 2022；藤波・大木 , 2012）。この方法は、概ね以下の 2つの支援から構成さ

れる。ひとつは、60歳以降には支援担当者が全社的な視点から高齢社員の活躍状況を確認し、

課題がある場合には、高齢社員と管理職の両者（またはいずれか）に助言・指導する支援である。

もう一つは、60歳過ぎに対策に着手するのでは遅いため、60歳前に実施するキャリア研修を

起点とし、定年前に高齢社員が設定したキャリアプランに基づき本人とその上司に高齢期の準

備をうながす支援である。前者は狭義の働き方の調整制度であり、後者を含めたのが広義の働

き方の調整制度である。働き方の調整制度の設計と運用には費用（人件費も含む）が発生する

ものの、高齢社員の人件費を上げる方法に比べるとコスト効率的な方法である 3。

本章では、一国二制度型で人材活用上の効果が期待できる働き方の調整制度に注目する。高

齢社員は活躍を希求するため、仕事上の責任や裁量の程度は高齢社員の労働意欲を予測する変

数となる（永野 , 2021；藤波・鹿生 , 2020；藤本 , 2021；等多数）。この結果は、働き方の調整制

度の効果が高齢社員の活用戦略で異なることを予期する。そこで本章では、高齢社員の活用戦

略別に働き方の調整制度の効果を検討する。なお本章では、人材活用上の課題が潜在的にある

一国二制度型を選択する企業でかつ、高齢社員の戦力化を図る意思のある企業向けに処方箋を

書くことを目的とする。したがって、高齢社員の活用戦略は「弱い活用」と「強い活用」の 2

つに限定する。

あらかじめ、章構成を述べておこう。次節では、本章で用いるデータを紹介する。三節では、

高齢社員の総体である社員集団に注目し、企業からみた高齢社員全体の活用効果と働き方の調整

制度との関係を捉える。四節では、高齢社員の職務行動に注目する。企業が高齢社員に期待する

行動を抽出し、働き方の調整制度との関係を分析する。最後は、実践的含意を述べたい。

3  支援担当者の適任者は少なく、供給量に限界がある。そのため、支援対象者が増えると支援担当者一人
あたりの負担は増加する。コスト効率的であるとはいえ、支援担当者の許容量を超える可能性が高くなる（鹿
生・大嶋・藤波・大木 , 2022）。
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２.　データセット

本章では、企業調査と個人調査を用いる。前者の企業調査は、本調査プロジェクトにて

2021年 11月 1日～ 2022年 1月 15日に実施した「高齢期の人事戦略と人事管理の実態調査」

である。本調査の回収数は 3105社（回収率は 15.5％）であるが、データセットは 60歳以降の

社員が在籍し、かつ統計分析で用いる変数のうち、無回答を除いた 2713件である。

後者の個人調査は、本プロジェクトにて 2022年 10月 18日～ 11月 2日に実施した「70歳

までの就業を見据えた高齢社員の働き方希望調査」である。全体の回収数は 1000件であるが、

分析に用いるデータは「弱い活用」と「強い活用」が適用される者でかつ、統計分析に用いる

変数のうち、無回答及び異常値 4を除いた 609件（人）である。

３.　人事部門による支援の集権化・分権化―企業による活用評価の視点から―

（１）分析の視点

先行研究では、「弱い活用」時に働き方の調整制度を導入すると高齢社員の労働意欲を高める

が、「強い活用」ではその効果はないことを指摘する（鹿生・大嶋・藤波・大木 , 2022）。「弱い活用」

では、期待役割は大きく変化する。高齢社員を活用するすべての職場において、管理職からの

低い信頼と高齢社員による低い貢献という上司部下関係に陥る可能性がある。このため、人事

部門が高齢社員とその管理職の関係性に介在する支援（「集権化」）には両者の信頼関係の保全

効果があり、高齢社員の労働意欲の維持・向上に寄与する（鹿生・藤波・大木 , 2016）。

一方、「強い活用」では上司部下の信頼関係は安定する。「強い活用」では既に責任ある仕事

を高齢社員に任せる戦略であるため、労働意欲が低下する可能性のある高齢社員は限定される。

高齢社員の活躍方法は、人事部門よりも、現場の仕事内容と高齢社員の適性・能力を熟知する（現

場の）管理職の方が詳しい。したがって、人事部門は、高齢社員と管理職間で働き方をすり合

わせる場を用意するという、支援の「分権化」を選択することが望ましい（鹿生・大嶋・藤波・

大木 , 2022）。

先行研究の知見を踏まえると、働き方の調整制度を設計・運用する場合、人事部門からみ

ると「弱い活用」では働き方の調整制度を集権化し、「強い活用」では働き方の調整制度を分

権化する選択に収斂する。この知見は、事例研究と働く人たちのデータ分析に基づいている。

4  労働時間はフルタイム勤務であり、かつ現在の期待役割のレベルが最終学歴のレベル以上である者とした。

個別論考

Ⅲ
部
　
個
別
論
考



企業側の評価と人事施策の実施状況を捉えた量的データを用いた検証でも、同じ結論に至る

のか。本節では、企業の人事担当者を対象とする質問紙調査のデータを用いて検証をおこな

うこととした。

（２）変数の概要

説明変数は、50歳代のキャリア支援と高齢社員への働き方の調整制度、人事部門による調

整方法である。特に本節では、人事部門による調整方法として、高齢社員との定期的な労働条

件の相談・調整機会の存在と、管理職と高齢社員が定期的に労働条件の相談・調整を図る仕組

みの設置状況に注目する。

図表Ⅲ－ 2－ 1　変数作成方法と記述統計量
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被説明変数は、高齢社員 5の活用満足度と、高齢社員の活用による職場への効果のうち、製品・

サービスの質の向上とする。統制変数として、正社員数と業種、高齢社員集団で多い職種、基

本給の水準、教育訓練制度の変数を用いる。

（３）分析結果

高齢社員の活用戦略別に働き方の調整制度と活用効果との関係を示したのが、図表Ⅲ－ 2－

2である。本節では、人事部門による支援の集権化と分権化に関心を置くため、それに該当す

る変数のみに言及したい。

　
図表Ⅲ－ 2－ 2　活用戦略別、働き方の調整制度と高齢社員の活用効果（順序回帰分析）

注 1）**： p＜ 0.01, *：p＜ 0.05
注 2）弱い活用の従属変数は、60代前半層の活用満足度である。強い活用の従属変数は、60代前半の活用成果 _製品・サー
ビスの質向上である。
注 3）鹿生（2023）を一部変えて、再掲した。

5  60代前半は高齢社員と同義である。鹿生（2023）と同じ分析結果を用いるため、表記は踏襲している。
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弱い活用の場合、高齢社員の活用満足度と正の相関がある施策は「60代前半の雇用管理 _

人事部門とキャリアの個別相談」（B＝ 0.591, p＜ 0.05）、「60代前半と人事・経営層との労働

条件の相談・調整」（B＝ 0.697, p＜ 0.01）である。次に、強い活用の場合であるが、当該戦略

を選択すると高齢社員の活用評価は既に高い水準となる。人材活用の次なる目的は、職場の業

績を高めることにあるため、本節では職場レベルの成果指標として、高齢社員の活用による「製

品・サービスの質の向上」の変数を用いた。この従属変数と正の関係にあるのは、「60代前半

と管理職との労働条件の相談・調整の仕組み」（B＝ 0.291, p＜ 0.05）である。

分析結果は、弱い活用では人事部門による集権化の働き方の調整制度と活用成果に正の関係

があり、強い活用では人事部門による分権化の働き方の調整制度が活用成果と正の関係がある

ことを示していた。この結果は、先行研究の知見と符合する。

４.　職務行動と働き方の調整制度―個人調査から―

（１）分析の視点

前節の分析では、以下の 2つに注目していた。ひとつは、高齢社員の集団全体が組織に貢献

するか否か、である。このため、統計分析では企業側（主に人事担当者）の評価を被説明変数

とした。もう一つは、働き方の調整制度の設計・運用時に、人事部門が現場に直接関与するの

が望ましいのか（集権化）、現場の主体的な調整を支援するのが望ましいのか（分権化）、である。

このため、統計分析では主に人事部門の集権化と分権化の変数に注目した。

前節の分析では、働き方の調整制度の整備度と個人側の職務上の行動との関係はわからない。

働き方の調整制度を拡充すると、個人レベルで見た場合、組織が求める行動を引き出す効果が

期待できるのか。この疑問に答えるには、高齢社員集団全体に対して企業が認識する評価では

なく、高齢社員本人が判定する職務上の行動に注目して働き方の調整制度との関係を捉える必

要がある。ただし、企業が高齢社員に要請する行動に注目することが望ましい。本節では、能

力発揮意欲と世代交代行動、新たな仕事を開拓する行動の 3つに注目するが、その理由を端的

に説明しておきたい。

第一は、能力発揮意欲である。高齢期には残りの雇用期間が短い。企業側が人材育成に費用

を投じても回収期間は短く、見込めない可能性がある。若手の社員と比べ、高齢社員には保有

する能力を求める方がコスト効率的である。そこで本節では、保有する能力をどの程度発揮し

ようとしているのか、高齢社員による能力発揮意欲を変数として扱う。

第二は、世代交代行動である。組織が永続するには、高齢社員が持つ有益な情報や経験を（次
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世代を担う）若い世代に伝承することが望ましい。また、若手社員の成長に有益であれば、高

齢社員の仕事を積極的にゆずることも期待される。高齢社員には現役社員の育成や支援を期待

するため、高齢期の能力発揮に加え、世代交代行動も要請する。そこで本節では、世代交代行

動に関わる変数（「事業の成長に必要な人脈や経験、技能を次の世代に伝えている」）を用いる。

第三は、職務開拓行動である。現役社員には会社が主体となって育成して活用するが、高齢

期には主体的にキャリアを決めることを求める。企業の配置管理の方針は現役社員を基幹労働

力と位置づけ、（活用戦略を変えたため）高齢社員にはそれ以外の役割を期待する。人員不足や

現役社員の能力不足が原因で高齢社員の職域と現役社員とが重複することもある。ポストの数

が限られる場合には、重複は一時的な現象となる。企業は基幹的な業務には、高齢社員よりも

優先して現役社員を配置する。したがって、キャリアを主体的に決める際には、高齢社員に現

役社員の職域と重複せず、かつ組織に貢献する役割を探索することを求める。そこで本節では、

職務の開拓に関わる変数（「事業の成長につながる仕事を社内や職場で開拓している」）を用いる 6。

（２）検証内容

本節では、活用戦略の調整効果に注目し、働き方の調整制度と職務行動との関係を検証する。

具体的には、次の 2つである。第一は、能力発揮意欲である。鹿生・大嶋・藤波・大木（2022）

では、弱い活用では働き方の調整制度には能力発揮意欲を高め、強い活用では無相関であるこ

とを捉えている。この分析では、説明変数に象徴的な指標を用いるため、働き方の調整制度の

強さ（ここでは施策の数で判定する）は捉えていない。そこで本節では、活用戦略の分類と働

き方の調整制度の整備度の両者を精緻化した上で、先行研究の追試を試みたい。

6  世代交代の行動や開拓行動は、組織内で活躍するシニアに見られる行動でもある。鹿生・大木（2015）
は大手製造企業の事例分析から、自らの役割設計をめぐる主体的な行動を捉えている。活躍するシニアは、
配属先や課業を選ぶ場合に、現役社員が基幹業務を担う人材と位置づけ、現役社員との「棲み分け」や現
役社員への仕事の「委譲」を意識する。具体的には、3つに分類される。第一は、配属先決定前の「棲み分
け」である。配属先を決める際には、社内の経営資源を理解し、全社的な視点から仕事を選択する。配置
前には現役社員が能力や意欲の面で関与が期待できない事業領域の仕事を選択し、配置後には、会社全体
の成果に貢献するように、事業の拡充を図る。第二は、配属後の「棲み分け」である。職場内の従業員間
の役割上の棲み分けである。現役社員が中核業務を担当し、高齢社員は現役社員の業務履行を支援するた
めに、彼らが能力不足から担当しない課業、彼らが見過ごしている課業を引き受ける。職場単位を業績達成・
向上を実現するため、高齢社員は現役社員の仕事を補完する役割を担う。第三は、仕事の「委譲」である。
継続して仕事をおこなう場合も、仕事を抱え込むことはしない。現役世代の育成を目的とし、自らの役割
を縮小させる。その縮小によって獲得された時間や労働力を、現役世代への支援による当該事業の強化や
経営課題の解決に向けた新規事業への開拓（開拓）に振り向ける（鹿生・大木 , 2015；鹿生 , 2017）。以上
の棲み分け、委譲、開拓の 3つの行動は、新たな役割を引き受けるための行動であり、それらは混然一体
として発生する。
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第二は、世代交代行動と職務開拓行動である。先行研究では、高齢者の場合、労働条件の調

整機会（及びインセンティブの設計）と、世代交代・職務開拓行動との間に、統計上、正の関

係を確認している（鹿生 , 2015；鹿生 , 2017；鹿生・大木 , 2016）。高齢社員の視点に立つと、

これらの行動は組織内で自らの役割を意図的に喪失させ、更に新たな仕事に挑戦することを必

要とする。経営層や人事部、管理職と高齢社員間で情報の相互作用を促し、新たな役割に挑戦し、

その役割を調整する機会があると、世代交代と職務開拓行動が生じる可能性を示している。

強い活用の場合、第一線から引くことを求める弱い活用よりも、経営層や人事部、管理職か

らより多くの情報が、日々の仕事から伝わる可能性がある。そのため弱い活用では、働き方の

調整制度は世代交代行動や職務開拓行動を予測し、強い活用では両者の相関はない、または弱

い活用よりも弱い相関がある可能性がある。しかしながら、先行研究では活用戦略の調整効果

を検証していない。弱い活用や強い活用の選択時に、働き方の調整制度の効果は変わるのかは

不明である。そこで本節では、活用戦略の調整効果を検証する。
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（3）分析結果

a. 変数の概要

説明変数は、働き方の調整制度とする。働き方の調整制度は、役割の自己決定を支援する仕

組みを抽出し、その整備度を示した変数とした。また、キャリアの自律性を高める目的から、

高齢期にも教育訓練を行う企業もある。そこで本章では、参考までに教育制度の変数も投入す

る。両者の変数は、活用戦略との交互作用の分析を行うため、回答者の得点を平均値で減じた

値とした。

被説明変数は、能力発揮意欲と、世代交代行動、職務開拓行動である。また統制変数として、

年齢、業種、職種、職位変化、基本給の変化、健康状態、会社の期待レベルを投入する。変数

の作成方法は、図表Ⅲ－ 2－ 3に示すとおりである。

図表Ⅲ－ 2－ 3　変数の作成方法と記述統計量
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b.　分析結果①能力発揮度

能力発揮意欲と働き方の調整制度の関係（重回帰分析）を示したのが、図表Ⅲ－ 2－ 4である。

図表Ⅲ－ 2－ 4　働き方の調整制度と能力発揮意欲

（重回帰分析）

注 1）**： p＜ 0.01, *：p＜ 0.05

Model 1をみると、強い活用と正の関係がある（B＝ 4.919, p＜ 0.01）。Model 2では、基本

給の水準（統制変数）と働き方の調整制度、教育制度を投入した。働き方の調整制度の整備度

と能力発揮意欲との間には、統計上有意な関係は見られなかった（B＝ 3.124, n.s.）。Model 3

では、強い活用と働き方の調整制度の交互作用項を投じている（Model 2よりも R
2は 0.016ポ

イント上昇した（p＜ 0.01））。両者には負の関係がある（B＝－16.187, p＜ 0.01）。

本節の主な関心は、弱い活用では働き方の調整制度の整備度と能力発揮意欲には正の関係が

あり、強い活用では両者は無相関もしくは相関が弱いか、否かである。そこで次に単純傾斜分

析により、活用戦略別に働き方の調整制度の整備度と能力発揮意欲との相関関係を捉えた。結

果を図示したのが、図表Ⅲ－ 2－ 5である。

弱い活用の場合、働き方の調整制度の整備度と能力発揮意欲には正の関係があった（B＝

10.156, S.E＝ 3.297 p＜ 0.01）。一方、強い活用の場合には、両者は無相関であった（B＝－6.030, 

S.E.＝ 3.762, n.s.）。弱い活用の選択時にのみ、働き方の調整制度の整備度は能力発揮意欲を予
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測することが確認された。

図表Ⅲ－ 2－ 5　活用戦略別の働き方の調整制度と能力発揮意欲の推計値

（縦軸：能力発揮意欲 , 横軸：働き方の調整制度）

c. 分析結果②世代交代行動

働き方の調整制度と世代交代行動との関係（重回帰分析）を示したのが、図表Ⅲ－ 2－ 6で

ある。変数の投入方法は、能力発揮意欲と同じである。Model 2では、働き方の調整制度と世

代交代行動には正の関係が見られる（B＝ 0.312, p＜ 0.01）。Model 3では、強い活用と働き方

の調整制度の交互作用項（教育制度も同様）を投入したが、Model 2よりも回帰式は有意に上

昇しなかった（△ R
2＝ 0.006, n.s.）。したがって、Model 2を採択する。一国二制度型で戦力化

を志向する場合、活用戦略に関わらず、働き方の調整制度の整備度は世代交代行動を予測する。
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図表Ⅲ－ 2－ 6　働き方の調整制度と世代交代行動

（重回帰分析）

注 1）**： p＜ 0.01, *：p＜ 0.05

d. 分析結果③職務開拓行動

働き方の調整制度と職務開拓行動との関係（重回帰分析）を示したのが、図表Ⅲ－ 2－ 7で

ある。Model 2では、働き方の調整制度と職務開拓行動には正の関係が見られる（B＝ 0.373, 

p＜ 0.01）。また、教育制度と職務開拓行動にも正の関係が見られる（B＝ 0.209, p＜ 0.05）。

Model 3では、強い活用と働き方の調整制度の交互作用（教育制度も同様）を投入し、回帰式

は有意に上昇した（△ R
2＝ 0.010）。ただし、働き方の調整制度及び教育制度と強い活用の交

互作用を投入した場合には、職務開拓行動といずれも有意な関係ではなかった（B＝ 0.291, n.s.；

B＝ 0.290, n.s.）。

一国二制度型で戦力化を志向する場合、活用戦略に関わらず働き方の調整制度と教育制度の

整備度は、職務開拓行動を予測する。ただし、標準化係数は前者の方が大きい（各β＝ 0.141, 

β＝ 0.100）。教育制度より働き方の調整制度の方が、職務開拓行動に対する影響が大きい。

（４）解釈

本節では、働き方の調整制度と職務行動の関係を検証した。注目する職務行動は、能力発揮

意欲と世代交代行動、職務開拓行動、である。以下、働き方の調整制度の効果に限定し、分析
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結果を整理したい。

第一は、能力発揮意欲である。弱い活用の選択時に働き方の調整制度と能力発揮意欲には正

の関係があり、強い活用では両者に相関関係は確認できなかった。この結果は、先行研究の結

果と同じである。

図表Ⅲ－ 2－ 7　働き方の調整制度と職務開拓行動

（重回帰分析）

注 1）**： p＜ 0.01, *：p＜ 0.05

高齢社員は活躍を希求する（永野 , 2021；藤波・鹿生 , 2020；等多数）。しかし、弱い活用で

はその可能性は低くなる。期待役割の変化に伴って、高齢社員の適応と管理職の人事管理行動

（意欲も含む）の一つ、または両者が原因となり、高齢社員の能力が発揮されない事態が起こる。

一方、働き方の調整制度には、人事部門と管理職、高齢社員本人の調整を通じて、（自己決定の

感覚を高めつつ）現在の職場内外での活躍の可能性を広げる効果がある。働き方の調整制度が

充実すれば、活躍の可能性は高くなる。このため、弱い活用では、働き方の調整制度の整備度

と高齢社員の能力発揮意欲には正の関係があったものと考えられる。一方、第一線での活躍を

前提とする強い活用では、（弱い活用と異なり）役割の喪失は生じにくい（鹿生・大嶋・藤波・

大木 , 2022）。現在の配属先で十分な活躍を見込むことができる。したがって、強い活用では能

力発揮を希求するという、高齢社員の潜在的ニーズは満たされる。働き方の調整制度の整備度
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を高めずとも高齢社員のニーズは充足されるため、働き方の調整制度の整備度と能力発揮意欲

との間には相関関係はなかったことが考えられる。

第二は、世代交代行動と職務開拓行動である。両者の行動と働き方の調整制度の整備度には、

正の関係があった。しかし、活用戦略による差はなかった。世代交代行動は、実施主体者の役

割を喪失させる。役割の喪失後に、別の役割があることが望ましい（鹿生 , 2017；鹿生・大木 , 

2017）。働き方の調整制度が拡充すると、他の役割に転換できる可能性は高くなる。一国二制

度型の場合（いま保有能力をいま発揮することを求める（今野 , 2014））には、配置転換を前提と

した人材活用の合理性は低い 7。仮に強い活用であっても、新たな役割への転換を志向しない。

担当する仕事の責任や成果責任のレベル（強い活用と弱い活用）によって、新たな役割に変わ

る企業側の期待に差はないため、活用戦略による調整効果は確認できなかったことが考えられ

る。

高齢社員が社内で有益な役割を新たに探索する（職務開拓行動）には、自らの設定した役割

を検証し、補正する場が必要になる（鹿生・大木 , 2015）。その補正には、経営層や管理職が発

信する情報（公式・非公式も含む）があることが望ましい（鹿生・大木 , 2017）。働き方の調整

制度は、労使間の役割のすり合わせ（役割の調整機能）8に加え、それに至る前の情報伝達機能

も担う。非公式的なネットワークからの情報獲得に加え、公式的なネットワークから情報が伝

わると、情報の伝達速度と情報の質は向上する。仮に強い活用下では弱い活用よりも情報量が

多かったとしても、公式ルートからの情報チャネルは多い方が望ましい。このため、活用戦略

による調整効果は確認できなかったと考えられる。

　

５.　結論

本章では、人事部門による高齢社員の活用現場への支援の接近方法（集権化・分権化）と、

活用戦略別の働き方の調整制度の整備度を検討した。分析結果と解釈は、各節で紹介した。本

節では、企業の人事施策の整備に関する実践的含意を述べて、結びとしたい。

高齢期に（現役社員と）活用戦略を変える場合、高齢社員全体の貢献を高めようとすれば、

労働条件を調整する働き方の調整制度を設けることが望ましい。定年前から高齢期に至るまで

のキャリア支援の制度を整備することのみでは不十分である。高齢社員（の社員集団）の活躍

7  新たな能力の獲得や新たな職場に適応するという組織社会化のコストが発生するためである。
8  労使で具体的な活躍方法を調整する機会があると、両者の行動の向上が期待できる（鹿生 , 2017）。
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を進めるには、人事部門が現場の活躍状況を確認し、管理職と高齢社員の上司部下間の信頼関

係を介入しながら改善・維持する支援が必要である。弱い活用では、戦略転換を機に上司部下

関係が変わる可能性がある。このため、人事部門が上司部下関係に介在する支援を必要とする

（集権化）。一方、強い活用では上司部下関係が変わる可能性が低く、直接支援する対象者は限

定される。人事部門は管理職と高齢社員に介在し、両者の調整役を引き受ける制度を必要とし

ない。高齢社員の活用方法は現場が詳しいため、上司部下間の調整を円滑にする制度を設計す

るアプローチが望ましい（分権化）。

一国二制度型のもとで高齢社員の戦力化を図る場合、高齢社員が保有する能力を最大限発揮

する人事施策を整えることが必要となる。高齢社員の能力発揮意欲を高めるには、弱い活用よ

りも強い活用を選択することが望ましい 9。しかしながら、強い活用を選べない場合もある。

弱い活用では、働き方の調整制度の整備度を高めることが有効な方法になる。弱い活用では、

上述のように人事部門による支援の集権化を図ることが望ましい。人事部門による支援の対象

者は高齢社員とその上司、高齢社員に至る前の中高齢社員とその上司に及ぶ。職場に高齢社員

が増えると、その数に比例して人事部門が指名した支援担当者の負担は増加する。支援の供給

可能量が需要量を超過する前に、高齢社員の活用戦略を強い活用あるいは「統合型」に変える

必要がある（鹿生・大嶋・藤波・大木 , 2022）。

強い活用を選択すると、高齢社員の労働意欲は高くなる。働き方の調整制度の整備度を高め

て、高齢社員の労働意欲を維持する必要はなくなる。人事部門による現場への介入支援も、課

題がある職場に限定できる。上司部下関係の信頼関係を維持できる条件があるため、人事部門

よりも活用ノウハウの蓄積がある現場の調整を主体とする分権化に切り替えることが望まし

い。

ただし、働き方の調整制度の整備度を下げる選択は、条件付きである。企業が現役社員を基

幹労働力に位置づけ、高齢社員には「それ以外の役割」を「自ら設計する」ことを求める場合、

高齢社員には世代交代行動や職務開拓行動も同時に求める必要がある。弱い活用から強い活用

に変えたとしても、両者の行動は向上しない。いずれの戦略であったとしても、企業は働き方

の調整制度を強化することが望ましい。

憂慮すべき点もある。本章では言及しなかったが、活用戦略を問わず、会社からの期待水準

が低いと、世代交代行動や職務開拓行動は低くなる関係があった（図表Ⅲ－ 2－ 6と 7）。期待

9  付言すれば、図表Ⅲ－ 2－ 4の Model 2で、基本給の水準と能力発揮意欲は正の関係にあり、活用戦略
と無相関になることから、強い活用を選択し、給与を引き上げることが望ましい。
10  期待水準が低い場合、会社は世代交代の行動を求めていない可能性もある。

個別論考

Ⅲ
部
　
個
別
論
考



水準の低い高齢社員には、仕事の抱え込み 10と挑戦意欲の減退が生じやすいことを示唆する

ものである。現状では、少なくとも 65歳まで希望者全員の雇用確保が完全義務化されており、

企業の人材活用の状況を概観すると、高齢社員間の活躍レベルの個人差は大きく 11、かつ人員

も増えている。選抜された人員の活用時代と比べ、組織の新陳代謝が滞る可能性が高い。活躍

の場が拡張される機会があると、これらの負の課題を解消することに限らず、新たな付加価値

を組織にもたらす可能性さえある。組織の活性化のためには、活用戦略を問わず、働き方の調

整制度を拡充し、活躍の場を拡張することが望ましい。
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